
管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
十
一
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水

道
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
参
事
等
の
専
決
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 
 

参
事
等
（
参
事
、
契
約
局
長
及
び
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
専

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
別
表
第
二
の
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
及
び
局
長
が
自

己
の
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
事
項
と
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
を
削
る
。 

第
八
条
中
「
各
号
」
を
削
り
、
「
契
約
局
長
及
び
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
参
事
等
」

に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
五
項
中
「
契
約
局
長
、
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
参
事
等
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
下
水
道
管
理
課
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

下
水
道
管
理
課
長 

 

職
員
（
下
水
道
管
理
課
長
に
あ
っ
て
は
、
下
水
道
管
理
課
に
属
さ

な
い
職
員
を
含
む
。
）
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
。 

一 

通
勤
の
確
認
及
び
通
勤
手
当
の
月
額
の
決
定
、
改
定
等 

二 

扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
、
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
に
つ
い 

 

て
の
認
定 

三 

住
居
届
に
係
る
事
実
の
確
認
並
び
に
住
居
手
当
の
月
額
の
決

定 

 

及
び
改
定 

 

四 

単
身
赴
任
手
当
に
係
る
事
実
の
確
認
並
び
に
単
身
赴
任
手
当

の 

 

月
額
の
決
定
及
び
改
定 



別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
関
係
） 

 
 

決
裁
事
項
・
専
決
事
項 

                                

二 

県

議

会

に

関

す

る

事

務 

一 

流

域

下

水

道

事

業

の

運

営

方

針

、

事

業

計

画

等

に

関

す

る

事

務 

事

務

の

種

類 

条

例

、

予

算

、

決
算

そ

の

他

議
会

の

議
決
、
承
認
、

認

定

若
し

く

は

同

意
又

は

報

告

を
要

す

る

事

項
の

原

案

説

明
書

、

資

料

を
作

成

し

、

知
事

へ

送

付

す
る

こ

と
。 

１ 

流
域
下
水

道
事
業
の
運

営
に
関
す
る

基
本
方
針
に

関

す

る

こ

と
。 

２ 

主
要
な
事

業
の
計
画
の

樹
立
及
び
そ

の
実
施
方
針

に
関
す
る
こ

と
。 

管
理
者
決
裁
事

項 

 

１ 

流
域
下
水

道
事
業
の
運

営
に
関
す
る

基
本
方
針
並

び
に
主
要
な

事
業
の
計
画

及
び
そ
の
実

施
方
針
に
基

づ
き
事
務
の

実
施
計
画
を

定
め
る
こ
と
。 

２ 

主
要
な
も

の
を
除
く
事

業
の
計
画
を

樹
立
し
及
び

そ
の
実
施
方

針
を
定
め
る

こ

と

。 

局
長
専
決
事
項 

  

参
事
専
決

事
項 

  

契
約
局
長

専
決
事
項 

  

総
合
技
術

セ
ン
タ
ー

所
長
専
決

事
項 

 



                                  

五 

許

可

等

の

申

請

協

議

等

に

関

す

る

事

務 

四

 

請

願

、

陳

情

等

に

関

す

る

事

務 

三 

流

域

下

水

道

事

業

に

関

す

る

規

則

等

の

原

案

作

成

等

に

関

す

る

事

務 

 

１ 

重
要
又
は

異
例
な
事
項

に
関
し
、
許

可
、
認
可
、

承
認
等
を
求

め
る
こ
と
。 

２ 

重
要
又
は

異
例
な
事
項

に
関
し
、
協

議
し
、
協
力

を
依
頼
し
、

又
は
意
見
を

求
め
、
若
し

く
は
意
見
を

述

べ

る

こ

と
。 

陳
情
書
、
要

望
書
等
を
提
出

す
る
こ
と
。 

流
域
下
水
道

事
業
に
関
す
る

規
則
の
原
案
作

成
並
び
に
管
理

規
程
又
は
要
綱

等
の
制
定
及
び

改
廃
を
す
る
こ

と
。 資

料

を
作

成

し

、

知
事

へ

送

付

す
る

こ

と
。 

  

重
要
又
は
異

例
な
告
示
を
す

る
こ
と
。 

 

    

    

    

 



 
 

八 

職

員

の

任

免

等

に

関

す

る

事

務 

七 

管

理

者

が

当

事

者

で

あ

る

不

服

申

立

て

、

訴

訟

等

に

関

す

る

事

務 

六 

補

助

金

等

に

関

す

る

事

務 

 

１ 

職
員
の
採

用
、
転
任
、

昇
給
、
派
遣
、

辞
職
、
昇
任

及
び
昇
格
を

決
定
す
る
こ

と
。 

２ 

国
又
は
他

の
地
方
公
共 

１ 
管
理
者
が

そ
の
当
事
者

で
あ
る
審
査

請
求
そ
の
他

の
不
服
申
立

て
、
訴
え
の

提
起
、
和
解
、

あ
っ
せ
ん
、

調
停
及
び
仲

裁
に
関
す
る

こ

と
。 

２ 

不
服
申
立

て
、
訴
訟
及

び
調
停
に
関

し
代
理
人
を

選
任
し
、
又

は
解
任
す
る

こ

と
。 

 

述
べ
る
こ
と
。 

１ 

地
公
法
第

十
五
条
の
二

第
三
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
標
準
職

務
遂
行
能
力

及
び
標
準
的

な
職
の
制
定

に
つ
い
て
知

事
に
協
議 

不
服
申
立
て

に
関
し
、
弁
明

書
及
び
反
論
書

を
提
出
す
る
こ

と
。 国

に
対
し
て

補
助
金
等
の
交

付
を
申
請
す
る

こ
と
。 

 

    

    

    

 



 
 

 

団

体

に

対

し

、

職
員

の

割

愛

を
依

頼

し

、

又
は

承

認

す

る

こ

と
。 

３ 
地
方
公
務 

員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法

律
第
二
百
六

十
一
号
。
以

下
こ
の
表
に

お
い
て
「
地

公
法
」
と
い

う
。
）
第
二

十
八
条
第
一

項
の
規
定
に

基
づ
き
、
職

員
を
そ
の
意

に
反
し
て
降

任
し
、
又
は

免
職
す
る
こ

と
。 

４ 

地
公
法
第

二
十
八
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

職
員
を
そ
の

意
に
反
し
て

休
職
す
る
こ

と
。 

５ 

地
公
法
第

二
十
九
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

職
員
に
対
し

懲
戒
処
分
す

る
こ
と
。 

 

事
に
協
議
す 

 
 

 
 

 
 

 

る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第

二
十
三
条
の

二
第
三
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
人
事
評

価
の
基
準
及

び
方
法
に
関

す
る
事
項
そ

の
他
人
事
評

価
に
関
し
必

要
な
事
項
に

つ
い
て
知
事

に
協
議
す
る

こ

と

。 

３ 

障
害
者
の

雇
用
の
促
進

等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和

三
十
五
年
法

律
第
百
二
十

三
号
）
第
三

十
八
条
第
一

項
及
び
第
三

十
九
条
第
一

項
の
規
定
に

基
づ
き
、
身

体
障
害
者
又

は
知
的
障
害

者
の
採
用
に

関
す
る
計
画

を
作
成
し
、

並
び
に
当
該

計
画
及
び
そ

の
実
施
状
況

を
厚
生
労
働

大
臣
に
通
報

す
る
こ
と
。 

 
 

 

 



 
 

十 

職

員

の

服

務

等

に

関

す

る

事

務 

九 

非

常

勤

職

員

の

任

免

等

に

関

す

る

事

務 

 

１ 

地
公
法
第

三
十
四
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

局
長
、
契
約

局
長
及
び
総

合
技
術
セ
ン

タ
ー
所
長
が

職
務
上
の
秘

密
に
属
す
る

事
項
を
発
表

す
る
こ
と
に

つ
い
て
許
可

す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第

三

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
局

長
、
契
約
局
長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

営

利

企

業

へ

の

従

事

等

を

許

可

す
る
こ
と
。 

 
に
基
づ
き
、
職

員

に

対

し

懲

戒

処

分

す

る
こ
と
。 

１ 

地
公
法
第

三

十

四

条

第

二

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
職

員
（
局
長
、
契

約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

を
除
く
。
）
が

職

務

上

の

秘

密

に

属

す

る

事

項

を

発

表

す

る

こ

と

に

つ

い

て

許

可

す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第

ン

タ

ー

所

長

を
除
く
。
）
の

次
に 地

公

法

第

三

条

第
三

項

第

三

号
に

規

定

す

る
者

の

う

ち

、
調

査

員

、

嘱
託

員

及

び

こ
れ

ら

に

類

す
る

者

を

任

免
し

、

並

び

に
勤

務

条

件

を
決

定

す
る
こ
と
。 

計

画

及

び

そ

の

実

施

状

況

を

厚

生

労

働

大
臣
に
通
報 

す
る
こ
と
。 

１ 

参
事

の

次

に

掲

げ

る

場

合

（

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

る

。

）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 

  

１ 

契
約

局

長

、

副

参

事

及

び

技

術

評

価

幹

の

次

に

掲

げ

る

場

合

（

契

約

局

長

に

あ

っ

て

は

、

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

り

、

副

参

事

及

び

技

術

評

価

幹

長

に

あ

っ

て

は

、

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

を

除

く

）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 イ 

研
修
を
受

け
る
場
合 ロ 

厚
生
に
関

す
る
計
画

の
実
施
に

参
加
す
る

場
合 

ハ 

裁
判
員
、

証
人
、
鑑

定
人
、
参

考
人
等
と

し
て
官
公

署
に
出
頭

す
る
場
合 ニ 

選
挙
権
そ

の
他
公
民

と
し
て
の

権
利
を
行

使
す
る
場

合 

ホ 

法
令
又
は

条
例
に
基

づ
い
て
設

置
さ
れ
た

職
員
の
厚

生
福
利
を

目
的
と
す

る
団
体
の

事
業
又
は

事
務
に
従

事
す
る
場

合 

ヘ 

本
県
の
行

う
任
用
試

験
又
は
職

務
の
遂
行

に
必
要
な

資
格
試
験

を
受
け
る

場
合 

ト 

管
理
者
が

特
に
必
要

と
認
め
人

事
委
員
会

の
承
認
を

受
け
た
場

合 

２ 

契
約
局
長

（
県
外
の

旅
行
に
あ

っ
て
は
、

引
き
続
き

三
日
以
上

の
旅
行
を

除
く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

技
術
評
価

幹
の
旅
行

を

命

令

し
、
及
び

復
命
を
受

け

る

こ

と
。 

３ 

契
約
局
長

  

１ 

総
合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

、

総

合

技

術

幹

及

び

主

席

工

事

検

査

員

の

次

に

掲

げ

る

場

合

（

局

長

に

あ

っ

て

は

、

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

り

、

総

合

技

術

幹

及

び

主

席

工

事

検

査

員

に

あ

っ

て

は

、

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

を

除

く

）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 

  

 



 
 

 

一

項

の
規

定

に

基

づ
き

、

局

長

、
契

約

局

長

及
び

総

合

技

術
セ

ン

タ

ー

所
長

の

営

利

企
業

へ

の

従

事
等

を

許

可

す
る

こ

と
。 

３ 

局
長
、
契

約
局
長
及
び

総
合
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長

の
職
務
に
専

念
す
る
義
務

を
免
除
す
る

こ
と
。
た
だ

し
、
次
に
掲

げ
る
場
合
を

除
く
。 

イ 

引
き

続

き

三

日

未

満

の

研

修

を

受

け

る

場
合 

ロ 

引
き

続

き

三

日

未

満

の

厚

生

に

関

す

る

計

画

の

実

施

に

参

加

す
る
場
合 

ハ 

選
挙

権

そ 

 

三

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
職

員
（
局
長
、
契

約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

を
除
く
。
）
の

営

利

企

業

へ

の

従

事
等

を

許

可

す

る

こ

と
。 

３ 

職
員
（
局

長
、
契
約
局

長
及
び
総
合

技
術
セ
ン
タ

ー
所
長
を
除

く
。
）
の
次

に
掲
げ
る
場

合
に
お
け
る

職
務
に
専
念

す
る
義
務
を

免
除
す
る
こ

と
。 

イ 

職

務

に

関

連

の

あ

る

国

家

公

務

員

又

は

他

の

地

方

公

共

団

体

の

公

務

員

と

し

て

の

職
を
兼
ね
、

そ

の

職

に

俗 

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

る

。

）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 

 

イ 

研

修

を

受

け

る

場

合 

ロ 

厚

生

に

関

す

る

計

画

の

実

施

に

参

加

す

る

場

合 

ハ 

裁

判員

、

証人

、

鑑

定

人

、

参

考

人

等

と

し

て

官

公

署

に

出

頭

す

る

場

合 

ニ 

選
挙
権
そ

の
他
公
民

と
し
て
の

権
利
を
行

使
す
る
場

合 ホ 

法
令

又
は
条
例

に
基
づ
い

て
設
置
さ

れ
た
職
員

の
厚
生
福

利
を
目
的

と
す
る
団

体
の
事
業

又
は
事
務

に
従
事
す

る
場
合 

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

り

、

副

参

事

及

び

技

術

評

価

幹

長

に

あ

っ

て

は

、

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

を

除

く

）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 イ 

研
修
を
受

け
る
場
合 ロ 

厚
生
に
関

す
る
計
画

の
実
施
に

参
加
す
る

場
合 

ハ 

裁
判
員
、

証
人
、
鑑

定
人
、
参

考
人
等
と

し
て
官
公

署
に
出
頭

す
る
場
合 ニ 

選
挙
権
そ

の
他
公
民

と
し
て
の

権
利
を
行

使
す
る
場

合 

ホ 

法
令
又
は

条
例
に
基

づ
い
て
設

置
さ
れ
た

職
員
の
厚

生
福
利
を

目
的
と
す

る
団
体
の

事
業
又
は

事
務
に
従

事
す
る
場

合 

ヘ 

本
県
の
行

う
任
用
試

験
又
は
職

務
の
遂
行

に
必
要
な

資
格
試
験

を
受
け
る

場
合 

ト 

管
理
者
が

特
に
必
要

と
認
め
人

事
委
員
会

の
承
認
を

受
け
た
場

合 

２ 

契
約
局
長

（
県
外
の

旅
行
に
あ

っ
て
は
、

引
き
続
き

三
日
以
上

の
旅
行
を

除
く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

技
術
評
価

幹
の
旅
行

を

命

令

し
、
及
び

復
命
を
受

け

る

こ

と
。 

３ 

契
約
局
長

（
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

を

除

く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

議
技
術
評

価
幹
の
休

暇
に
関
す

る
こ
と
。 ４ 

契
約
局
長

の
休
日
及

び
時
間
外

勤
務
を
命

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

り

、

総

合

技

術

幹

及

び

主

席

工

事

検

査

員

に

あ

っ

て

は

、

イ

及

び

ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

を

除

く

）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 

 



 
 

 

そ

の

他

公

民

と

し

て

の

権

利

を

行

使

す

る

場

合 

ニ 

管

理

者

が

特

に

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

受

け

た

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合 

４ 

職
務
に
専

念

す

る

義

務

の

特

例

に

関

す

る

規

則

第

二

条

第

十

三

号

の

規

定

に

基
づ
き
、
管
理

者

が

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を
得
る
こ
と
。 

５ 

局
長
、
契
約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

引

き

続

き

三

日

以

上

の

県

外

旅

行

を

命

令
し
、
及
び
復

命

を

受

け

る

こ
と
。 

６ 

局
長
、
契
約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

引

き

続

き

三

日

以

上

の

休

暇

に

関

す

る

こ
と
。 

７ 

職
員
の
自

己
啓
発
等
休
業

に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
三

年
埼
玉
県
条
例

第
十
号
）
第
二
条

（
同
条
例
第
七

条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ

き
、
局
長
、
契
約

局
長
及
び
総
合

技
術
セ
ン
タ
ー

所
長
の
自
己
啓

発
等
休
業
の
承

認
を
し
、
又
は
自

己
啓
発
等
休
業

の
期
間
の
延
長

を
承
認
す
る
こ

と
。 

属

す

る

事

務

を

行

う

場
合 

ロ 

地

方

公

務

員

災

害

補
償
法
（
昭

和

四

十

二

年

法

律

第

百

二

十

一

号
）
第
五
十

一

条

又

は

第

六

十

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ
き
、
審
査

請

求

若

し

く

は

再

審

査

請

求

を

し
、
又
は
審

査

請

求

人

と

し

て

出

頭

す

る

場

合 

ハ 

労

働

組

合
法
（
昭
和

二

十

四

年

法

律

第

百

七
十
四
号
）

第

七

条

の

規

定

に

違

反

し

た

旨

の

申

立

て

を
し
、
及
び

こ

れ

に

関

し
、
労
働
委

員

会

が

行

う

審

問

の

た

め

出

頭

す
る
場
合 

ニ 

国
若
し
く

は
公
共
団
体
又

は
公
共
的
団
体

の
依
頼
を
受
け

て
講
演
、
講
義
、

演
技
等
を
行
う

場
合 

ホ 

県
行
政
と

密
接
な
関
係
を

有
し
、
県
が
指
導

育
成
を
行
う
こ

と
を
必
要
と
す

る
団
体
の
事
務

に
従
事
す
る
場

合 

合 

ハ 

裁

判員

、

証人

、

鑑

定

人

、

参

考

人

等

と

し

て

官

公

署

に

出

頭

す

る

場

合 

ニ 

選

挙

権

そ

の

他

公

民

と

し

て

の

権

利

を

行

使

す

る

場
合 

ホ 

法

令

又

は

条

例

に

基

づ

い

て

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場
合 

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

を

除
く
。
）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 

イ 

研

修

を

受

け

る

場

合 

ロ 

厚

生

に

関

す

る

計

画

の

実

施

あ
に 

き

三

日

未

満

の

場

合

の

も

の

、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場

合

を

除
く
。
）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

こ
と
。 

イ 

研

修

を

受

け

る

場

合 

ロ 

厚

生

に

関

す

る

計

画

の

実

施

に

参

加

す

る

場

合 

ハ 

裁
判

員
、
証
人
、

鑑
定
人
、

参
考
人
等

と
し
て
官

公
署
に
出

頭
す
る
場

合 

ニ 

選
挙
権
そ

の
他
公
民

と
し
て
の

権
利
を
行

使
す
る
場

合 

ホ 

法
令
又
は

条
例
に
基

づ
い
て
設

置
さ
れ
た

職
員
の
厚

生
福
利
を

目
的
と
す

る
団
体
の

事
業
又
は

事
務
に
従

事
す
る
場

合 

ヘ 

本
県
の
行

う
任
用
試

験
又
は
職

務
の
遂
行

に
必
要
な

資
格
試
験

を
受
け
る

場
合 

ト 

管
理

者
が
特
に

必
要
と
認

め
人
事
委

員
会
の
承

認
を
受
け

た
場
合 

 



 
 

 

日
以
上
の
県

外
旅
行
を
命

令
し
、
及
び

復
命
を
受
け

る
こ
と
。 

６ 

局
長
、
契

約
局
長
及
び

総
合
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長

の
引
き
続
き

三
日
以
上
の

休
暇
に
関
す

る
こ
と
。 

７ 

職
員
の
自

己
啓
発
等
休

業
に
関
す
る

条
例
（
平
成

二
十
三
年
埼

玉
県
条
例
第

十
号
）
第
二

条
（
同
条
例

第
七
条
第
三

項
に
お
い
て

準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基

づ
き
、
局
長
、

契
約
局
長
及

び
総
合
技
術

セ
ン
タ
ー
所

長
の
自
己
啓

発
等
休
業
の

承
認
を
し
、

又
は
自
己
啓

発
等
休
業
の

期
間
の
延
長

を
承
認
す
る

こ
と
。 ８

 

地

公
法
第
二
十
六

条
の
五
第
五
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
７
の
承
認
を

取
り
消
す
こ
と
。 

９ 

職
員
の
配

偶
者
同
行
休
業

に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
六

年
埼
玉
県
条
例

第
三
十
七
号
）
第

二
条
（
同
条
例
第

六
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
局
長
、

契
約
局
長
及
び

総
合
技
術
セ
ン

タ
ー
所
長
の
配

偶
者
同
行
休
業

の
承
認
を
し
、
又

は
配
偶
者
同
行

休
業
の
期
間
の

延
長
を
承
認
す

る
こ
と
。 

し
、
労
働
委

員

会

が

行

う

審

問

の

た

め

出

頭

す
る
場
合 

ニ 

国

若

し

く

は

公

共

団

体

又

は

公

共

的

団

体

の

依

頼

を

受

け

て

講

演

、

講

義
、
演
技
等

を

行

う

場

合 

ホ 

県

行

政

と

密

接

な

関

係

を

有

し
、
県
が
指

導

育

成

を

行

う

こ

と

を

必

要

と

す

る

団

体

の

事

務

に

従

事

す

る

場

合 

４ 

局
長
、
本
庁

の

課

長

及

び

地

域

機

関

の

長

の

次

に

掲

げ
る
場
合
（
局

長

に

あ

っ

て

は
、
イ
及
び
ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場
合
の
も
の
、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て
は
、
引
き
続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

り
、
本
庁
の
課

長

に

あ

っ

て

は
、
イ
及
び
ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場
合
の
も
の
、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て
は
、
引
き
続

き

三

日

未

満

の
場
合
を
、
地

域

機

関

の

長

に
あ
っ
て
は
、

イ
、
ロ
及
び
ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は
、
引
き
続
き

三

日

未

満

の

場

合

を

そ

れ

ぞ
れ
除
く
。
）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除
す
る
こ
と
。 

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場

合 

ヘ 

本

県

の

行

う

任

用

試

験

又

は

職

務

の

遂

行

に

必

要

な

資

格

試

験

を

受

け

る

場

合 

ト 

管

理

者

が

特

に

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

受

け

た

場
合 

２ 

参
事

（
県
外
の

旅
行
に
あ

っ
て
は
、

引
き
続
き

三
日
以
上

の
旅
行
を

除
く
。
）

の
旅
行
を

命
令
し
、

及
び
復
命

を
受
け
る

こ
と
。 

３ 

参
事
（
引

き
続
き
三

日
以
上
の

休
暇
を
除

く
。
）
の

休
暇
に
関

す

る

こ

と
。 

４ 

参
事
の
休

日
及
び
時

間
外
勤
務

を
命
ず
る

こ
と
。 

５ 

参
事
の
週

休
日
の
振

替
及
び
半

日
勤
務
時

間
の
割
振

り
変
更
を

行

う

こ

と
。 

６ 

参
事

の
休
日
の

代
休
日
を

指
定
す
る

こ
と
。 

に

参

加

す

る

場

合 

ハ 

裁

判員

、

証人

、

鑑

定

人

、

参

考

人

等

と

し

て

官

公

署

に

出

頭

す

る

場

合 

ニ 

選

挙

権

そ

の

他

公

民

と

し

て

の

権

利

を

行

使

す

る

場
合 

ホ 

法

令

又

は

条

例

に

基

づ

い

て

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場
合 ヘ 

本
県
の
行

う
任
用
試

験
又
は
職

務
の
遂
行

に
必
要
な

資
格
試
験

を
受
け
る

場
合 

ト 

管
理
者
が

特
に
必
要

と
認
め
人

事
委
員
会

の
承
認
を

受
け
た
場

合 

２ 

契
約
局
長

（
県
外
の

旅
行
に
あ

っ
て
は
、

引
き
続
き

三
日
以
上

の
旅
行
を

除
く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

技
術
評
価

幹
の
旅
行

を

命

令

し
、
及
び

復
命
を
受

け

る

こ

と
。 

３ 

契
約
局
長

（
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

を

除

く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

議
技
術
評

価
幹
の
休

暇
に
関
す

る
こ
と
。 ４ 

契
約
局
長

の
休
日
及

び
時
間
外

勤
務
を
命

ず

る

こ

と
。 

５ 

契
約
局
長

の
週
休
日

の
振
替
及

び
半
日
勤

務
時
間
の

割
振
り
変

更
を
行
う

こ
と
。 

６ 

契
約

局
長
の
休

日
の
代
休

日
を
指
定

す

る

こ

と
。 

関

す

る

計

画

の

実

施

に

参

加

す

る

場

合 

ハ 

裁

判員

、

証人

、

鑑

定

人

、

参

考

人

等

と

し

て

官

公

署

に

出

頭

す

る

場

合 

ニ 

選

挙

権

そ

の

他

公

民

と

し

て

の

権

利

を

行

使

す

る

場
合 

ホ 

法
令

又
は
条
例

に
基
づ
い

て
設
置
さ

れ
た
職
員

の
厚
生
福

利
を
目
的

と
す
る
団

体
の
事
業

又
は
事
務

に
従
事
す

る
場
合 

ヘ 

本
県

の
行
う
任

用
試
験
又

は
職
務
の

遂
行
に
必

要
な
資
格

試
験
を
受

け
る
場
合 

ト 

管
理

者
が
特
に

必
要
と
認

め
人
事
委

員
会
の
承

認
を
受
け

た
場
合 

 



 
 

 

発

等

休

業

の

期

間

の

延

長

を

承

認

す

る

こ

と

。 

８ 

地
公
法
第

二

十

六

条

の

五

第

五

項

の

規

定

に

基

づ

き
、
７
の
承
認

を

取

り

消

す

こ

と

。 

９ 

職
員
の
配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条
例
（
平
成
二

十

六

年

埼

玉

県

条

例

第

三

十
七
号
）
第
二

条
（
同
条
例
第

六

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を
含
む
。
）
の

規

定

に

基

づ

き
、
局
長
、
契

約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

配

偶

者

同

行

休

業

の

承

認
を
し
、
又
は

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

の

延

長

を

承

認
す
る
こ
と
。 

1
0
 

地
公
法
第

二
十
六
条
の
六

第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
９
の

承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

1
1
 

地

方
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百

十
号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
育

児
休
業
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第

三
項
（
同
法
第
三

条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ

き
、
局
長
、
契
約

局
長
及
び
総
合

技
術
セ
ン
タ
ー

所
長
の
育
児
休

業
又
は
育
児
休

業
の
期
間
の
延

長
の
承
認
を
す

る
こ
と
。 

1
2
 

育

児
休
業
法
第
五

条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、11

の
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
。 

1
3
 

育

児
休
業
法
第
十

条
第
三
項
（
同
法

第
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
局

長
、
契
約
局
長
及

び
総
合
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長
の

育
児
短
時
間
勤

務
又
は
育
児
短

時
間
勤
務
の
期

間
の
延
長
の
承

認
を
す
る
こ
と
。 

1
4
 

育
児
休
業

法
第
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す

る
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

3

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場
合
の
も
の
、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て
は
、
引
き
続

き

三

日

未

満

の

場

合

に

限

り
、
本
庁
の
課

長

に

あ

っ

て

は
、
イ
及
び
ロ

の

場

合

の

う

ち

引

き

続

き

三

日

未

満

の

場
合
の
も
の
、

ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て
は
、
引
き
続

き

三

日

未

満

の
場
合
を
、
地

域

機

関

の

長

に
あ
っ
て
は
、

イ
、
ロ
及
び
ニ

の

場

合

並

び

に

ト

の

場

合

の

う

ち

永

年

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は
、
引
き
続
き

三

日

未

満

の

場

合

を

そ

れ

ぞ
れ
除
く
。
）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除
す
る
こ
と
。 

 

理

者

が

特

に

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

受

け

た

場

合 

２ 

参
事

（

県

外

の

旅

行

に

あ

っ

て

は

、

引

き

続

き

三

日

以

上

の

旅

行

を

除
く
。
）

の

旅

行

を

命

令

し

、

及

び

復

命

を

受

け

る

こ

と
。 

３ 

参
事

（

引

き

続

き

三

日

以

上

の

休

暇

を

除

く

。

）

の

休

暇

に

関

す

る

こ

と
。 

４ 

参

事
の
休
日

及
び
時
間

外
勤
務
を

命
ず
る
こ

と
。 

５ 

参
事
の
週

休
日
の
振

替
及
び
半

日
勤
務
時

間
の
割
振

り
変
更
を

行

う

こ

と
。 

６ 

参
事

の
休
日
の

代
休
日
を

指
定
す
る

こ
と
。 

例

に

基

づ

い

て

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場

合 

ヘ 

本

県

の

行

う

任

用

試

験

又

は

職

務

の

遂

行

に

必

要

な

資

格

試

験

を

受

け

る

場

合 

ト 

管
理

者
が
特
に

必
要
と
認

め
人
事
委

員
会
の
承

認
を
受
け

た
場
合 

２ 

契
約
局
長

（
県
外
の

旅
行
に
あ

っ
て
は
、

引
き
続
き

三
日
以
上

の
旅
行
を

除
く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

技
術
評
価

幹
の
旅
行

を

命

令

し
、
及
び

復
命
を
受

け

る

こ

と
。 

３ 

契
約
局
長

（
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

を

除

く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

議
技
術
評

価
幹
の
休

暇
に
関
す

る
こ
と
。 ４ 

契
約
局
長

の
休
日
及

び
時
間
外

勤
務
を
命

ず

る

こ

と
。 

５ 

契
約
局
長

の
週
休
日

の
振
替
及

び
半
日
勤

務
時
間
の

割
振
り
変

更
を
行
う

こ
と
。 

６ 

契
約

局
長
の
休

日
の
代
休

日
を
指
定

す

る

こ

と
。 

場
合 

ホ 

法

令

又

は

条

例

に

基

づ

い

て

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場

合 

ヘ 

本

県

の

行

う

任

用

試

験

又

は

職

務

の

遂

行

に

必

要

な

資

格

試

験

を

受

け

る

場

合 

ト 

管
理

者
が
特
に

必
要
と
認

め
人
事
委

員
会
の
承

認
を
受
け

た
場
合 

 



 
 

 

認
す
る
こ
と
。 

10 

地
公
法
第

二

十

六

条

の

六

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き
、
９
の
承
認

を

取

り

消

す

こ

と
。 

11 

地
方
公
務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る
法
律
（
平
成

三

年

法

律

第

百
十
号
。
以
下

こ

の

表

に

お

い
て
「
育
児
休

業

法

」

と

い

う
。
）
第
二
条

第
三
項
（
同
法

第

三

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合
を
含
む
。
）

の

規

定

に

基

づ
き
、
局
長
、

契

約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

育

児

休

業

又

は

育

児

休

業

の

期

間

の

延

長

の

承

認

を

す

る

こ

と
。 

1
2
 

育
児
休
業

法
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

1

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 1

3
 

育

児
休
業
法
第
十

条
第
三
項
（
同
法

第
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
局

長
、
契
約
局
長
及

び
総
合
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長
の

育
児
短
時
間
勤

務
又
は
育
児
短

時
間
勤
務
の
期

間
の
延
長
の
承

認
を
す
る
こ
と
。 

1
4
 

育
児
休
業

法
第
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す

る
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

3

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

勤

続

表

彰

受

賞

に

係

る

場

合

に

つ

い

て

は
、
引
き
続
き

三

日

未

満

の

場

合

を

そ

れ

ぞ
れ
除
く
。
）

に

お

け

る

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除
す
る
こ
と
。 

イ 

研

修

を

受

け

る

場

合 

ロ 

厚

生

に

関

す

る

計

画

の

実

施

に

参

加

す

る

場

合 

ハ 

裁
判
員
、

証
人
、
鑑
定

人
、
参
考
人

等

と

し

て

官

公

署

に

出

頭

す

る

場

合 

ニ 

選

挙

権

そ

の

他

公

民

と

し

て

の

権

利

を

行

使

す

る

場

合 

ホ 

法

令

又

は

条

例

に

基

づ

い

て

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場
合 ヘ

 

本

県
の
行
う
任
用

試
験
又
は
職
務

の
遂
行
に
必
要

な
資
格
試
験
を

受
け
る
場
合 

ト 

管
理
者
が

特
に
必
要
と
認

め
人
事
委
員
会

の
承
認
を
受
け

た
場
合 

を

除

く

。

）

の

休

暇

に

関

す

る

こ

と
。 

４ 

参
事

の

休

日

及

び

時

間

外

勤

務

を

命

ず

る

こ

と
。 

５ 
参
事

の

週

休

日

の

振

替

及

び

半

日

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

行

う

こ

と

。 

６ 

参
事

の

休

日

の

代

休

日

を

指

定

す

る

こ

と

。 

る

場

合 

ト 

管

理

者

が

特

に

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

受

け

た

場

合 

２ 

契
約

局

長

（

県

外

の

旅

行

に

あ

っ

て

は

、

引

き

続

き

三

日

以

上

の

旅

行

を

除く
。
）
、

並

び

に

副

参

事

及

び

技

術

評

価

幹

の

旅

行

を

命

令

し

、

及
び
復 

３ 

契
約

局
長
（
引

き
続
き
三

日
以
上
の

休
暇
を
除

く
。
）
、

並
び
に
副

参
事
及
び

議
技
術
評

価
幹
の
休

暇
に
関
す

る
こ
と
。 ４ 

契
約
局
長

の
休
日
及

び
時
間
外

勤
務
を
命

ず

る

こ

と
。 

５ 

契
約
局
長

の
週
休
日

の
振
替
及

び
半
日
勤

務
時
間
の

割
振
り
変

更
を
行
う

こ
と
。 

６ 

契
約

局
長
の
休

日
の
代
休

日
を
指
定

す

る

こ

と
。 

な

資

格

試

験

を

受

け

る

場

合 

ト 

管

理

者

が

特

に

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

受

け

た

場
合 

２ 
総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

（

県

外

の

旅

行

に

あ

っ

て

は

、

引

き

続

き

三

日

以

上

の

旅

行

を

除く
。
）
、

並

び

に

技

術

評

価

幹

及

び

主

席

工

事

検

査

員

の

旅

行

を

命

令

し

、

及

び

復

命

を

受

け

る

こ

と
。 

 



 
 

 

12 

育
児
休
業

法

第

五

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

11

の
承
認
を

取

り

消

す

こ

と
。 

13 

育
児
休
業

法

第

十

条

第

三
項
（
同
法
第

十

一

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合
を
含
む
。
）

の

規

定

に

基

づ
き
、
局
長
、

契

約

局

長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

育

児

短

時

間

勤

務

又

は

育

児

短

時

間

勤

務

の

期

間

の

延

長

の

承

認

を

す

る

こ

と
。 

14 

育
児
休
業

法

第

十

二

条

に

お

い

て

準

用

す

る

第

五

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き
、

13

の
承

認

を

取

り

消

す
こ
と
。 

1
5
 

育
児
休
業

法
第
十
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
、

局
長
、
契
約
局
長

及
び
総
合
技
術

セ
ン
タ
ー
所
長

の
育
児
短
時
間

勤
務
の
承
認
が

失
効
し
た
場
合

等
に
お
け
る
育

児
短
時
間
勤
務

の
例
に
よ
る
短

時
間
勤
務
を
行

わ
せ
る
こ
と
。 

1
6
 

埼

玉
県
下
水
道
局

職
員
就
業
規
程

（
平
成
二
十
二

年
埼
玉
県
流
域

下
水
道
事
業
管

理
規
程
第
二
号
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
就
業
規

程
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基

づ
き
、
局
長
、
契

約
局
長
及
び
総

合
技
術
セ
ン
タ

ー
所
長
の
部
分

休
業
の
承
認
を

す
る
こ
と
。 

1
7
 

就

業
規
程
第
十
三

条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、16

の
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
。 

1
8
 

就
業
規
程

第
十
三
条
の
二

の
規
定
に
基
づ

き
、
局
長
、
契
約

局
長
及
び
総
合

技
術
セ
ン
タ
ー

所
長
の
修
学
部

分
休
業
の
承
認

を
し
、
又
は
そ
の

承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

基

づ

い

て

設

置

さ

れ

た

職

員

の

厚

生

福

利

を

目

的

と

す

る

団

体

の

事

業

又

は

事

務

に

従

事

す

る

場

合 
ヘ 
本

県

の

行

う

任

用

試

験

又

は

職

務

の

遂

行

に

必

要

な

資

格

試

験

を

受

け

る

場

合 

ト 

管

理

者

が

特

に

必

要

と

認

め

人

事

委

員

会

の

承

認

を

受

け

た

場
合 

５ 

局
長
（
県
外

旅

行

に

あ

っ

て
は
、
引
き
続

き

三

日

以

上

の

旅

行

を

除

く
。
）
、
並
び

に

課

長

及

び

地

域

機

関

の

長

の

引

き

続

き

三

日

以

上

の

旅

行

を

命

令

し

及

び

復

命

を

受

け

る

こ
と
。 ６

 

局

長
の
休
暇
（
引
き

続
き
三
日
以
上

の

休

暇

を

除

く
。
）
、
並
び
に

課
長
及
び
地
域

機
関
の
長
の
引

き
続
き
三
日
以

上
の
休
暇
に
関

す
る
こ
と
。 

７

 

局

長
の
休
日
及
び

時
間
外
勤
務
を

命
ず
る
こ
と
。 

８ 

局
長
の
週

休
日
の
振
替
及

び
半
日
勤
務
時

間
の
割
振
り
変

更
を
行
う
こ
と
。  

及

び

復

命

を

受

け

る

こ

と
。 

３ 

契
約

局

長

（

引

き

続

き

三

日

以

上

の

休

暇

を

除

く
。
）
、

並

び

に

副

参

事

及

び

議

技

術

評

価

幹

の

休

暇

に

関

す

る

こ
と
。 

４ 

契
約

局

長

の

休

日

及

び

時

間

外

勤

務

を

命

ず

る

こ

と
。 

５ 

契
約

局

長

の

週

休

日

の

振

替

及

び

半

日

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

行

う

こ

と
。 

６ 

契
約

局
長
の
休

日
の
代
休

日
を
指
定

す

る

こ

と
。 

技

術

評

価

幹

及

び

主

席

工

事

検

査

員

の

旅

行

を

命

令

し

、

及

び

復

命

を

受

け

る

こ

と
。 

３ 

総
合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

（

引

き

続

き

三

日

以

上

の

休

暇

を

除

く
。
）
、

並

び

に

総

合

技

術

幹

及

び

主

席

工

事

検

査

員

の

休

暇

に

関

す

る

こ
と
。 

４ 

総
合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

休

日

及

び

時

間

外

勤

務

を

命

ず

る

こ

と
。 

５ 

総
合

技
術
セ
ン

タ
ー
所
長

の
週
休
日

の
振
替
及

び
半
日
勤

務
時
間
の

割
振
り
変

更
を
行
う

こ
と
。 

６ 

総
合

技
術
セ
ン

タ
ー
所
長

の
休
日
の

代
休
日
を

指
定
す
る

こ
と
。 

 



 
 

 
 

す
こ
と
。 

15 

育
児
休
業

法
第
十
七
条

の
規
定
に
基

づ
き
、
局
長
、

契
約
局
長
及

び
総
合
技
術

セ
ン
タ
ー
所

長
の
育
児
短

時
間
勤
務
の

承
認
が
失
効

し
た
場
合
等

に
お
け
る
育

児
短
時
間
勤

務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤

務
を
行
わ
せ

る
こ
と
。 

16 

埼
玉
県
下

水

道

局

職

員

就
業
規
程
（
平

成

二

十

二

年

埼

玉

県

流

域

下

水

道

事

業

管

理

規

程

第

二
号
。
以
下
こ

の

表

に

お

い

て

「

就

業

規

程
」
と
い
う
。
）

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
局

長
、
契
約
局
長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

部

分

休

業

の

承

認

を
す
る
こ
と
。 

1
7
 

就
業
規
程

第
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

6

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

1
8
 

就
業
規
程

第
十
三
条
の
二

の
規
定
に
基
づ

き
、
局
長
、
契
約

局
長
及
び
総
合

技
術
セ
ン
タ
ー

所
長
の
修
学
部

分
休
業
の
承
認

を
し
、
又
は
そ
の

承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

き

三

日

以

上

の

旅

行

を

命

令

し

及

び

復

命

を

受

け

る

こ

と

。 

６ 

局
長
の
休

暇
（
引
き
続
き

三

日

以

上

の

休

暇

を

除

く
。
）
、
並
び

に

課

長

及

び

地

域

機

関

の

長

の

引

き

続

き

三

日

以

上

の

休

暇

に

関

す
る
こ
と
。 

７ 

局
長
の
休

日

及

び

時

間

外

勤

務

を

命

ず
る
こ
と
。 

８ 

局
長
の
週

休

日

の

振

替

及

び

半

日

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

行
う
こ
と
。 

９ 

局
長
の
休

日

の

代

休

日

を

指

定

す

る

こ

と

。 

10 

職
員
の
自

己

啓

発

等

休

業

に

関

す

る

条

例

第

二

条

（

同

条

例

第

七

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を
含
む
。
）
の

規

定

に

基

づ

き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評

価
幹
、
総
合
技

術
幹
、
主
席
工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

自

己

啓

発

等

休

業

の
承
認
を
し
、

又

は

自

己

啓

発

等

休

業

の

期

間

の

延

長

を

承

認

す

る

こ
と
。 

1
1
 

地
公
法
第

二
十
六
条
の
五

第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、1

0

の
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
。 

 

時

間

の

割

振

り

変

更

を

行

う

こ

と
。 

６ 

契
約

局

長

の

休

日

の

代

休

日

を

指

定

す

る

こ

と
。 

所

長

の

休

日

及

び

時

間

外

勤

務

を

命

ず

る

こ

と
。 

５ 

総
合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

週

休

日

の

振

替

及

び

半

日

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

行

う

こ

と
。 

６ 

総
合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

休

日

の

代

休

日

を

指

定

す

る

こ

と
。 

 



 
 

 

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

部

分

休

業

の

承

認

を
す
る
こ
と
。 

17 

就
業
規
程

第

十

三

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

16

の
承
認
を

取

り

消

す

こ

と
。 

18 

就
業
規
程

第

十

三

条

の

二

の

規

定

に

基

づ

き

、

局

長
、
契
約
局
長

及

び

総

合

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

の

修

学

部

分

休

業

の

承
認
を
し
、
又

は

そ

の

承

認

を

取

り

消

す

こ

と

。 

（

同

条

例

第

七

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を
含
む
。
）
の

規

定

に

基

づ

き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評

価
幹
、
総
合
技

術
幹
、
主
席
工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

自

己

啓

発

等

休

業

の
承
認
を
し
、

又

は

自

己

啓

発

等

休

業

の

期

間

の

延

長

を

承

認

す

る

こ

と

。 

11 

地
公
法
第

二

十

六

条

の

五

第

五

項

の

規

定

に

基

づ

き
、

10

の
承

認

を

取

り

消

す
こ
と
。 

12 

職
員
の
配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条

例

第

二

条

（

同

条

例

第

六

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を
含
む
。
）
の

規

定

に

基

づ

き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評

価
幹
、
総
合
技

術
幹
、
主
席
工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

配

偶

者

同

行

休

業

の
承
認
を
し
、

又

は

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

の

延

長

を

承

認

す

る

こ
と
。 

1
3
 

地

公
法
第
二
十
六

条
の
六
第
六
項

の
規
定
に
基
づ

き
、1

2

の
承
認

を
取
り
消
す
こ

と
。 

1
4
 

育

児
休
業
法
第
二

条
又
は
第
三
条

の
規
定
に
基
づ

き
、
課
長
、
副
参

事
、
技
術
評
価

幹
、
総
合
技
術

幹
、
主
席
工
事
検

査
員
及
び
地
域

機
関
の
長
の
育

児
休
業
又
は
育

児
休
業
の
期
間

の
延
長
の
承
認

を
す
る
こ
と
。 

1
5
 

育
児
休
業

法
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

4

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

 
 

 

 



 
 

 
 

用

す

る

場

合

を
含
む
。
）
の

規

定

に

基

づ

き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評

価
幹
、
総
合
技

術
幹
、
主
席
工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

配

偶

者

同

行

休

業

の
承
認
を
し
、

又

は

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

の

延

長

を

承

認

す

る

こ

と

。 

13 

地
公
法
第

二

十

六

条

の

六

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き
、

12

の
承

認

を

取

り

消

す
こ
と
。 

14 

育
児
休
業

法

第

二

条

又

は

第

三

条

の

規

定

に

基

づ

き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評

価
幹
、
総
合
技

術
幹
、
主
席
工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

育

児

休

業

又

は

育

児

休

業

の

期

間

の

延

長

の

承

認

を

す

る

こ
と
。 

1
5
 

育

児
休
業
法
第
五

条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、14

の
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
。 

1
6
 

育

児
休
業
法
第
十

条
又
は
第
十
一

条
の
規
定
に
基

づ
き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評
価

幹
、
総
合
技
術

幹
、
主
席
工
事
検

査
員
及
び
地
域

機
関
の
長
の
育

児
短
時
間
勤
務

又
は
育
児
短
時

間
勤
務
の
期
間

の
延
長
の
承
認

を
す
る
こ
と
。 

1
7
 

育
児
休
業

法
第
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す

る
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

6

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

 
 

 

 



 
 

 
 

の

長

の

育

児

休

業

又

は

育

児

休

業

の

期

間

の

延

長

の

承

認

を

す

る

こ

と

。 

15 

育
児
休
業

法

第

五

条

第

二

項

の

規

定

に
基
づ
き
、

の

承

認

を

取

り
消
す
こ
と
。 

16 

育
児
休
業

法

第

十

条

又

は

第

十

一

条

の

規

定

に

基

づ
き
、
課
長
、

副
参
事
、
技
術

評
価
幹
、
総
合

技
術
幹
、
主
席

工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

育

児

短

時

間

勤

務

又

は

育

児

短

時

間

勤

務

の

期

間

の

延

長

の

承

認

を

す
る
こ
と
。 

17 

育
児
休
業

法

第

十

二

条

に

お

い

て

準

用

す

る

第

五

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き
、1

6

の
承

認

を

取

り

消

す
こ
と
。 

1
8
 

育

児
休
業
法
第
十

七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
課
長
、

副
参
事
、
技
術
評

価
幹
、
総
合
技
術

幹
、
主
席
工
事
検

査
員
及
び
地
域

機
関
の
長
の
育

児
短
時
間
勤
務

の
承
認
が
失
効

し
た
場
合
等
に

お
け
る
育
児
短

時
間
勤
務
の
例

に
よ
る
短
時
間

勤
務
を
行
わ
せ

る
こ
と
。 

1
9
 

就
業
規
程

第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基

づ
き
、
課
長
、
副

参
事
、
技
術
評
価

幹
、
総
合
技
術

幹
、
主
席
工
事
検

査
員
及
び
地
域

機
関
の
長
の
部

分
休
業
の
承
認

を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

 

14 



 
 

 
 

規

定

に

基

づ

き
、

16

の
承

認

を

取

り

消

す
こ
と
。 

18 

育
児
休
業

法

第

十

七

条

の

規

定

に

基

づ
き
、
課
長
、

副
参
事
、
技
術

評
価
幹
、
総
合

技
術
幹
、
主
席

工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

育

児

短

時

間

勤

務

の

承

認

が

失

効

し

た

場

合

等

に

お

け

る

育

児

短

時

間

勤

務

の

例

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

行

わ
せ
る
こ
と
。 

19 

就
業
規
程

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
課

長
、
副
参
事
、

技
術
評
価
幹
、

総
合
技
術
幹
、

主

席

工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

部

分

休

業

の

承

認

を

す

る
こ
と
。 

2
0
 

就
業
規
程

第
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
基

づ
き
、1

9

の
承

認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

2
1
 

就
業
規
程

第
十
三
条
の
二

の
規
定
に
基
づ

き
、
課
長
、
副
参

事
、
技
術
評
価

幹
、
総
合
技
術

幹
、
主
席
工
事
検

査
員
及
び
地
域

機
関
の
長
の
修

学
部
分
休
業
の

承
認
を
し
、
又
は

そ
の
承
認
を
取

り
消
す
こ
と
。 

 
 

 

 



  
 

十

一 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

事

務 

 

１ 

埼
玉
県
下

水

道

局

職

員

給
与
規
程
（
平

成

二

十

二

年

埼

玉

県

流

域

下

水

道

事

業

管

理

規

程

第

五
号
。
以
下
こ

の

項

に

お

い

て

「

給

与

規

程
」 

 

 

給
与
規
程
第

十
四
条
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ

る
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例

第
十
九
条
の
四

第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
勤
勉
手 

の

承

認

を

す

る
こ
と
。 

20 

就
業
規
程

第

十

三

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

19

の
承
認
を

取

り

消

す

こ

と
。 

21 

就
業
規
程

第

十

三

条

の

二

の

規

定

に

基

づ

き

、

課

長
、
副
参
事
、

技
術
評
価
幹
、

総
合
技
術
幹
、

主

席

工

事

検

査

員

及

び

地

域

機

関

の

長

の

修

学

部

分

休

業

の

承

認

を
し
、
又
は
そ

の

承

認

を

取

り
消
す
こ
と
。 

  

  

  

 



 
 

 

程
」
と
い
う
。
）

第

十

五

条

の

規

定

で

そ

の

例

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

る

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例
（
昭
和
二
十

七

年

埼

玉

県

条

例

第

十

九

号
）
第
十
九
条

の

三

第

一

項

（

同

条

例

第

十

九

条

の

四

第

五

項

及

び

第

二

十

一

条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
期

末

手

当

又

は

勤

勉

手

当

の

支

給

を

一

時

差

し

止

め

る

処

分

を

行

う

こ

と

。 

２ 

給
与
規
程

第

十

五

条

の

規

定

で

そ

の

例

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

る

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

十

九

条

の

三

第

三

項

又

は

第

四

項

（

同

条

例

第

十

九

条

の

四

第

五

項

及

び

第

二

十

一

条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
期

末

手

当

又

は

勤

勉

手

当

の

支

給

を

一

時

差

し

止

め

る

処

分

を

取

り

消
す
こ
と
。 

当
の
成
績
率
を

定
め
る
こ
と
。 

 
 

 

 



 
 

 

例

第

十

九

条

の

三

第

三

項

又

は

第

四

項

（

同

条

例

第

十

九

条

の

四

第

五

項

及

び

第

二

十

一

条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
期

末

手

当

又

は

勤

勉

手

当

の

支

給

を

一

時

差

し

止

め

る

処

分

を

取

り

消
す
こ
と
。 

３ 

埼
玉
県
流

域

下

水

道

事

業

企

業

職

員

の

給

与

の

種

類

及

び

基

準

に

関

す

る

条

例
（
平
成
二
十

一

年

埼

玉

県

条

例

第

七

十

一
号
。
以
下
こ

の

項

に

お

い

て

「

給

与

条

例
」
と
い
う
。
）

第

十

九

条

第

二

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
退

職

手

当

の

全

部

又

は

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

行

う
こ
と
。 

 
 

 
 

 



 
 

 

職

手

当

の

全

部

又

は

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

行

う
こ
と
。 

４ 
給
与
規
程

第

十

五

条

の

規

定

で

そ

の

例

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

る

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る
条
例
（
昭
和

三

十

八

年

埼

玉

県

条

例

第

十
八
号
。
以
下

こ

の

項

に

お

い
て
「
退
職
手

当
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
六

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

基
づ
き
、
退
職

手

当

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

を

行

う
こ
と
。 

５ 

給
与
規
程

第

十

五

条

の

規

定

で

そ

の

例

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

る

退

職

手

当

条

例

第

十

六

条

第

五

項

か

ら

第

七

項

ま

で

の

規

定

に

基

づ
き
、
退
職
手

当

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

を

取

り

消
す
こ
と
。 

 
 

 
 

 



 
 

 

退

職

手

当

条

例

第

十

六

条

第

五

項

か

ら

第

七

項

ま

で

の

規

定

に

基

づ
き
、
退
職
手

当

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

を

取

り

消
す
こ
と
。 

６ 

給
与
条
例

第

十

九

条

第

三

項

の

規

定

で

準

用

す

る

退

職

手

当

条

例

第

十

七

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定
に
基
づ
き
、

退

職

手

当

の

全

部

又

は

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

行
う
こ
と
。 

７ 

給
与
条
例

第

十

九

条

第

三

項

の

規

定

で

準

用

す

る

退

職

手

当

条

例

第

十

八

条

第

一

項

の

規

定
に
基
づ
き
、

退

職

手

当

の

全

部

又

は

一

部

の

返

納

を

命

ず

る

処

分

を
行
う
こ
と
。  

 
 

 

 



 
 

 

全

部

又

は

一

部

の

返

納

を

命

ず

る

処

分

を
行
う
こ
と
。 

８ 

給
与
条
例

第

十

九

条

第

三

項

の

規

定

で

準

用

す

る

退

職

手

当

条

例

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定
に
基
づ
き
、

退

職

手

当

の

全

部

又

は

一

部

の

返

納

を

命

ず

る

処

分

を
行
う
こ
と
。 

９ 

給
与
条
例

第

十

九

条

第

三

項

の

規

定

で

準

用

す

る

退

職

手

当

条

例

第

二

十

条

第

一

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

に

基

づ
き
、
退
職
手

当

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

額

の

納

付

を

命

ず

る

処

分

を

行

う
こ
と
。 

10 

給
与
条
例

第
十
九
条
第
三

項
の
規
定
で
準

用
す
る
退
職
手

当
条
例
第
二
十

一
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
に

諮
問
す
る
こ
と
。  

 
 

 

 



 
 

十

三 

人

事

委

員

会

に

関

す

る

事

務 

十

二 

労

働

組

合

に

関

す

る

事

務 

 

 

地

方

公

営

企

業

等

の

労

働

関

係

に

関

す
る
法
律
（
昭

和

二

十

七

年

法

律

第

二

百

八
十
九
号
）
第

六

条

の

規

定

に
基
づ
き
、
労

働

組

合

の

役

員

と

し

て

労

働

組

合

の

業

務

に

専

ら

従

事

す

る

こ

と

の

許

可

及

び

取

消

し

を

行

う
こ
と
。 

第

十

九

条

第

三

項

の

規

定

で

準

用

す

る

退

職

手

当

条

例

第

二

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き
、
人
事
委
員

会

に

諮

問

す

る
こ
と
。 

１ 

職
員
の
任

用
に
関
す
る

規
則
（
昭
和

四
十
六
年
人

事
委
員
会
規

則

六

―

十

一
） 労

働

組

合

と

の

団

体

交

渉
に
関
し
、
必

要

な

事

項

を

決
定
し
、
及
び

書

面

に

よ

る

協

定

を

締

結

す
る
こ
と
。 

 

   

   

   

 



 
 

十

四 

叙

位
、
叙
勲

及

び

表

彰

に

関

す

る

事

務 

 

  

１ 

埼
玉
県
表

彰
規
則
（
平

成
二
十
年
埼

玉
県
規
則
第

六
十
四
号
）

及
び
埼
玉
県

職
員
表
彰
規

程
（
昭
和
三

十
一
年
埼
玉

県
訓
令
第
二

十
二
号
）
に

基
づ
き
、
候

補
者
を
知
事

に
推
薦
す
る

こ
と
。 

一

号

）

に

よ

り
、
人
事
委
員

会
へ
申
請
し
、

協
議
し
、
請
求

し
、
又
は
報
告

し
、
及
び
人
事

委

員

会

か

ら

の

通

知

書

を

受

理

す

る

こ

と
。 

２ 
初
任
給
、
昇

格
、
昇
給
等
の

基

準

に

関

す

る
規
則
（
昭
和

四

十

六

年

人

事

委

員

会

規

則

七

―

二

百

二
十
一
号
）
に

よ
り
、
人
事
委

員

会

へ

承

認

申

請

す

る

こ

と
。 

  

  

  

 



 
 

十

五 

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

事

務 

 

職

員

の

旅

費

に

関

す

る

条
例
（
昭
和
二

十

七

年

埼

玉

県

条

例

第

二

十
号
）
第
三
十

六

条

の

規

定

に
基
づ
き
、
外

国

旅

行

に

係

る

旅

行

手

当

の

支

給

を

受

け

る

者

の

範

囲
、
額
、
支
給

条

件

及

び

支

給

方

法

に

つ

い

て

知

事

に

協

議

す

る

こ

と
。 

 

 

基
づ
き
、
候
補

者

を

知

事

に

推

薦

す

る

こ

と
。 

２

 

位

階

令

（
大
正
十
五

年
勅
令
第
三

百

二

十

五

号
）
及
び
勲

章
制
定
の
件

（
明
治
八
年

太
政
官
布
告

第

五

十

四

号
）
に
規
定

す
る
叙
位
及

び
叙
勲
候
補

者
を
知
事
に

推
薦
す
る
こ

と
。 

  

  

  

 



 
 

十

八 

地

方

公

営

企

業

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

二

百

九

十

二

号
。
以
下

こ

の

項

に

お

い

て
「
法
」

と

い

う
。
）
及

び

地

方

公

営

企

業

法

施

行
令
（
昭

和

二

十

七

年

政

令

第

四

百
三
号
。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

施

行

令
」
と
い

う
。
）
に

関

す

る

事
務 

十

七 

職

員

の

福

利

厚

生

に

関

す

る

事

務 

十

六 

職

員

定

数

に

関

す

る

事

務 

 

１ 

法
第
十
七

条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く

出
資
金
及
び

補
助
金
に
関

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
七

条
の
三
の
規

定
に
基
づ
く

補
助
金
に
関

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
八

条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く

長
期
貸
付
に

関

す

る

こ

と
。 

 

埼

玉

県

職

員

定

数

条

例

（

昭

和

三

十

年

埼

玉

県

条

例
第
二
号
）
第

三

条

の

規

定

に

基

づ

き

職

員

の

定

数

配

分

を

定

め

る

こ

と

。 

給

方

法

に

つ

い

て

知

事

に

協

議

す

る

こ

と
。 

１ 

法
第
三
十

一
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

試
算
表
等
を

作
成
し
、
知

事
に
提
出
す

る
こ
と
。 

２ 

施
行
令
第

二
十
二
条
の

五
の
規
定
に

基
づ
き
、
出

納
取
扱
金
融

機
関
等
に
つ

い
て
地
方
公

営
企
業
の
業

務
に
係
る
公

金
の
収
納
等

の
事
務
に
つ

い
て
検
査
す

る
こ
と
。 

職

員

の

衛

生

管

理
に

関

す

る

計
画

を

決

定

し
、

実

施
す
る
こ
と
。 

  

    

    

    

 



 
 

び

地

方

公

営

企

業

法

施

行
令
（
昭

和

二

十

七

年

政

令

第

四

百
三
号
。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

施

行

令
」
と
い

う
。
）
に

関

す

る

事

務 

長

期

貸

付

に

関
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十

二

条

の

規

定

に

基

づ

く

企

業

債

に

関

す

る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十

七

条

の

規

定

に
基
づ
き
、
指

定

金

融

機

関

を
指
定
し
、
公

金

の

出

納

事

務

の

一

部

を

取

り

扱

わ

せ

る
こ
と
。 

６ 

法
第
二
十

七

条

の

二

の

規

定

に

基

づ

き
、
指
定
金
融

機

関

が

取

り

扱

う

公

金

の

収

納

又

は

支

払

の

事

務

に

つ

い

て

監

査

委

員

に

監

査

の

要

求

を

す

る
こ
と
。 

７ 

法
第
二
十

九

条

の

規

定

に

基

づ

く

一

時

借

入

金

に

関
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
三
十

四
条
の
規
定
で

準
用
す
る
地
方

自
治
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二

第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
監
査

委
員
に
対
し
て

賠
償
責
任
の
有

無
及
び
賠
償
額

を
決
定
す
る
こ

と
を
求
め
、
そ
の

決
定
に
基
づ
き

期
限
を
定
め
て

賠
償
を
命
ず
る

こ
と
。 

９

 

法

第
三
十
四
条
の

規
定
で
準
用
す

る
地
方
自
治
法

第
二
百
四
十
三

条
の
二
第
八
項

の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
の
賠
償

責
任
の
全
部
又

は
一
部
を
免
除

す
る
こ
と
。 

1
0
 

法
第
四
十

条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
地
方

公
営
企
業
の
業

務
の
状
況
を
説

明
す
る
書
類
を

知
事
に
提
出
す

る
こ
と
。 

営

企

業

の

業

務

に

係

る

公

金

の

収

納

等

の

事

務

に

つ

い

て

検

査

す

る
こ
と
。 

 
 

 

 



 
 

 

四

条

の

規

定

で

準

用

す

る

地

方

自

治

法

第

二

百

四

十

三

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
監

査

委

員

に

対

し

て

賠

償

責

任

の

有

無

及

び

賠

償

額

を

決

定

す

る

こ

と
を
求
め
、
そ

の

決

定

に

基

づ

き

期

限

を

定

め

て

賠

償

を

命

ず

る

こ

と
。 

９ 

法
第
三
十

四

条

の

規

定

で

準

用

す

る

地

方

自

治

法

第

二

百

四

十

三

条

の

二

第

八

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
職

員

の

賠

償

責

任

の

全

部

又

は

一

部

を

免

除
す
る
こ
と
。 

10 

法
第
四
十

条

の

二

の

規

定
に
基
づ
き
、

地

方

公

営

企

業

の

業

務

の

状

況

を

説

明

す

る

書

類

を

知

事

に

提

出

す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 



 
 

二

十 

下

水

道

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

七

十

九
号
。
以 

十

九 

競

争

入

札

に

関

す

る
事
務 

 

法

第

三

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、 

埼

玉

県

流

域

下

水
道

事

業

財

務
規

程

（

平

成
二

十

二

年

埼
玉

県

流

域

下
水

道

事

業

管
理

規

程

第

十

七

号

）

第
百

六

十

八

条
の

規

定

に

基

づ

き

、

地
方

自

治

法

施
行

令

第

百

六
十

七

条

の

四
第

二

項

各

号
の

一

に

該

当
す

る

者

を

一
般

競

争

入

札
（

同

規

程

第
百

八

十

六

条
に

お

い

て

本
条

を

準

用

す
る

場

合
を
含
む
。
）

か
ら
排
除
す 

る
こ
と
。 

業

の

業

務

の

状

況

を

説

明

す

る

書

類

を

知

事

に

提

出

す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
二
十

五

条

の

十

第

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、 

  

   

   

   

 



 
 

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

七

十

九
号
。
以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「
法
」
と

い
う
。
）

の

施

行

に

関

す

る

事

務 

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
公

共

下

水

道

又

は

流

域

下

水

道

に

よ

り

利

益

を

受

け

る

市

町

村

に

対

し
、
そ
の
設
置

等

に

要

す

る

費

用

を

負

担

さ
せ
る
こ
と
。 

一

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
流

域

下

水

道

の

設

置

等

を

行

う
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十

五

条

の

十

一

第
一
項
（
同
条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
事

業

計

画

を

定

め
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十

五

条

の

十

一

第
二
項
（
同
条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
国

土

交

通

大

臣

に

協

議

す

る

こ
と
。 

４ 

法
第
二
十

五

条

の

十

一

第
五
項
（
同
条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
国

土

交

通

大

臣

に

届

け

出

る

こ
と
。 

５ 

法
第
三
十

一

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
公

共

下

水

道

又

は

流

域

下

水

道

の

設

置

等

に

要

す

る

費

用

の

負

担

に

つ
い
て
、
市
町

村

の

意

見

を

求
め
る
こ
と
。  

 
 

 



 
 

二
十
一 

 

都

市

計

画
法
（
昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号
。
以
下

こ

の

項

に

お

い

て
「
法
」

と

い

う
。
）
の

施

行

に

関

す

る

事

務 

 

  

１ 

法
第
五
十

九

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ
き
、
特
別
な

事

情

が

あ

る

場

合

に

お

い

て
、
国
土
交
通

大

臣

の

認

可

を

受

け

て

都

市

計

画

事

業

を

施

行

す

る

こ

と
。 

２ 

法
第
六
十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ
き
、
国
土
交

通

大

臣

に

都

市

計

画

事

業

の

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

を

申

請

す

る
こ
と
。 

土

交

通

大

臣

に

届

け

出

る

こ

と

。 

５ 

法
第
三
十

一

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に
基
づ
き
、
公

共

下

水

道

又

は

流

域

下

水

道

の

設

置

等

に

要

す

る

費

用

の

負

担

に

つ
い
て
、
市
町

村

の

意

見

を

求
め
る
こ
と
。   

  

  

 



       

別
表
第
三
第
二
十
五
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
号

中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
九
号
中
「
第
八
条
」
を

「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
号
中
「
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
条
例
第
四

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
五
十
八
号
中
「
第
四
十
二
条
」

を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

の

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

を

申

請

す

る
こ
と
。 

 
 

 

 


